
                               

 

  

平成 26 年 2 月 1 日 
各 位 

大和信用金庫 
 

「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針について 
 

当金庫は、「経営者保証に関するガイドライン」を自発的に尊重し、遵守してまいり

ます。 
 

当金庫は、地域の健全な事業を営む中小企業に必要な資金を円滑に供給していくこと、

並びに経営相談・経営指導及び経営改善に関するきめ細かな支援に取組み、地域経済の

発展に寄与することが当金庫の最も重要な役割の一つであると認識し、地域金融の円滑

化に積極的に取組んでまいりました。また、ご融資の際にご提供をいただく個人保証に

つきまして、ご契約時に保証に関するご意思を慎重に確認させていただくとともに、保

証契約期間中も保証内容のお問い合わせに関して適切な対応に努めてまいりました。 
 
この度、経営者保証に関するガイドライン研究会（全国銀行協会及び日本商工会議所

が事務局）が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当金庫は本ガイ

ドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施致しました。 
当金庫、は今後、お客様と保証契約を締結する場合、また、保証人のお客様が本ガイ

ドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、

誠実に対応するよう努めて参ります。 
 

以 上 
 
 

「経営者保証に関するガイドライン」の詳細は、以下のサイトをご参照下さい。 
 
●全国銀行協会 
●日本商工会議所 

 

 

 

http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html

